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《耐震化の対象となる年次について》 

昭和 56 年５月以前の耐震基準（「旧耐震基準」という。）の建築物が耐震化の対象となるが、住宅に
ついては、住宅・土地統計調査等の調査年の関係から昭和 55 年以前を「旧耐震基準」として集計した。
特定建築物（民間）、市有建築物については建物ごとの個別データより集計しているため、昭和 56 年
以前を「旧耐震基準」とする。 
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序章 はじめに 

 

本市では、平成 18 年 1 月 26 日に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

に基づき「岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画」（平成 20 年 3 月）を策定し、大阪府と

協力しながら様々な耐震化施策を推進してきた。 

本市においては、無料耐震診断の実施や補助制度の拡充、独自の取り組みである耐震診断や

耐震改修のお知らせを優先的に受けられる事前登録制度「耐震バンク」の創設など、様々な耐

震化推進施策を通じて市内の住宅及び民間建築物の耐震化を進めてきた。 

また、市有建築物においても「岸和田市市有建築物耐震化実施計画」や「岸和田市学校教育

施設耐震化計画」を策定し、計画的に耐震化を進めている。 

しかし、平成 23 年 3 月には東北地方太平洋沖地震により甚大な被害が発生し、改めて防災

の重要性が認識されたほか、災害時の被害を 小化する「減災」の重要性も指摘され、その考

え方のもと、国や大阪府では地震対策に関する計画等の見直しが行われている。 

大阪府が平成 23 年 3 月に策定した「大阪府住宅・建築物耐震 10 ヵ年戦略プラン中間検証

報告書」の中では、今後の取り組み方針として次の４項目を掲げている。 

・普及啓発の取り組み強化・補助制度等の見直し・充実 

・民間連携による取り組み体制の構築 

・府民の命を守る減災の観点からの取り組み 

・民間特定建築物の耐震化の取り組み 

こうした中、本市においても現行の取り組み・手法だけでは耐震化の進捗が頭打ちになる事

も想定され、耐震化のより一層の促進を図るためには、新たな取り組み・手法や重点的な取り

組みの検討が必要となっている。 

そこで、当初計画において中間見直しを予定していた平成 24 年度を迎えるにあたり、 新

の統計資料等により耐震化の目標の達成状況を確認するとともに、目標達成のために実施して

いる耐震化支援策の検証を行い、更なる耐震化の促進に向けた施策の見直し・充実など、今後

の取り組み方針を策定することを目的とする。 
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第１章 岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画の概要について 

 

１－１ 計画策定当初の耐震化推進の概要 

 

（１）計画の目的 

「岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画（以下、促進計画とする）」は、本市における住

宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を促進し、地震時の建築物の倒壊等によって発生する人的

被害及び経済被害を軽減するとともに、地震時の緊急輸送路・避難路の確保、仮設住宅戸数や

ガレキ発生量の抑制等を促進し、早期の復旧・復興に寄与するための基本方針を示す計画とし

て策定した。 

（２）計画期間 

計画目標年次については、「大阪府住宅・建築物耐震 10 ヵ年戦略プラン」では平成 27 年

度（中間目標年次を平成 22 年度）とされているが、地域の実情を鑑みて、本市では平成 20

年度から 10 ヶ年と考え平成 29 年度（中間目標年次を平成 24 年度）としている。 

（３）耐震化の目標 

住宅、特定建築物（民間）、市有建築物それぞれの耐震化について、10 年後の平成 29 年

度（2017 年度）の耐震化率を 90％以上とすることを目標としている。 

■耐震化の現状と目標（平成 19 年度時点） 

 平成 19 年度 
目 標 値 

平成 29 年度 

住   宅 
耐震性を満たす 72％（52.3 千戸）

（総数 72.9 千戸） 
90％以上 

特定建築物（民間） 
耐震性を満たす 85％（499 棟） 

（総数 590 棟） 
90％以上 

市有建築物 

（特定建築物） 

耐震性を満たす 46％（71 棟） 

（総数 154 棟） 
90％以上 

 

（４）施策の取り組み方針 

住宅・建築物所有者が、自主的に耐震化に取り組むことを基本とし、府・市は所有者の取り組

みを出来るだけ支援する観点から、耐震化の阻害要因を解消又は軽減する施策を展開している。 
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第２章 岸和田市の耐震化の現状（平成 24 年度末） 

 

２－１ 計画策定当初と現在、平成 29 年度予測の比較 

 

２－１－１ 住宅の耐震化の現状 

（１）建て方・年代別住宅数 

平成 24 年現在、本市の住宅数は総数が約 75 千戸であり、木造戸建住宅が約 40 千戸、

共同住宅等が約 35 千戸と 5 千戸程度、木造戸建住宅が多い。このうち、昭和 56 年以降に

建築された住宅は、総数で約 51 千戸（68%）、木造戸建住宅で 25.5 千戸（64%）、共

同住宅等で 25.5 千戸（74%）となっている。 

■建て方・年代別住宅数の現状（推計値、平成 24 年度） 

 住 宅 建て方別内訳 

木造戸建住宅 共同住宅等 

住宅総数 74,866 戸 40,203 戸 34,663 戸 

 昭和 56 年以降 51,261 戸 (68%) 25,561 戸 (64%) 25,700 戸 (74%) 

 昭和 55 年以前 23,605 戸 14,642 戸 8,963 戸 

（住宅・土地統計調査による推計） 
※共同住宅等：非木造戸建、長屋、共同住宅 

（２）経年変化 

昭和 63 年以降の 20 年間で、昭和 55 年以前の住宅が木造戸建住宅で約 6 千戸滅失し、

共同住宅等で 8.5 千戸滅失した。 

■建て方・年代別住宅数の推移                     （単位：戸） 

 昭和 63年 平成 5年 平成 10年 平成 15年 平成 20年

住
宅
総
数 

住宅数       A 53,573 56,995 63,888 69,860 71,960

昭和 56 年以降 B 11,985 16,348 28,170 41,024 44,831

昭和 55 年以前 C 41,588 40,647 35,718 28,836 27,129

昭和56年以降の割合 B÷A 22% 29% 44% 59% 62%

昭和56年以降住宅の対5年前比 － 1.36 1.72 1.46 1.09

木
造
戸
建
住
宅

住宅数       A 29,878 29,227 33,157 36,393 40,440

昭和 56 年以降 B 8,359 8,094 13,529 19,165 24,845

昭和 55 年以前 C 21,519 21,133 19,628 17,228 15,595

昭和56年以降の割合 B÷A 28% 28% 41% 53% 61%

昭和56年以降住宅の対5年前比 － 0.97 1.67 1.42 1.30

共
同
住
宅
等 

住宅数       A 23,695 27,768 30,731 33,467 31,520

昭和 56 年以降 B 3,626 8,254 14,641 21,859 19,986

昭和 55 年以前 C 20,069 19,514 16,090 11,608 11,534

昭和56年以降の割合 B÷A 15% 30% 48% 65% 63%

昭和56年以降住宅の対5年前比 － 2.28 1.77 1.49 0.91

（住宅・土地統計調査による推計） 
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（３）着工数の推移 

住宅の着工数は、平成 12 年～17 年までは 1600 戸～1900 戸で推移しているが、そ

の後は減少傾向にあり、平成 21～22 年度は 1,000 戸を割り込んでいる。平成 23 年度の

着工数はやや回復し 1,179 戸となったが、平成 24 年度は 853 戸まで落ち込んでいる。 

■岸和田市の住宅着工戸数               （単位：戸） 

 総 数 持 家 借 家 給与住宅 分譲住宅 

平成 12 年 1,924 675 437 10 802 

平成 13 年 1,722 523 458 2 739 

平成 14 年 1,681 538 685 1 457 

平成 15 年 1,621 520 630 0 471 

平成 16 年 1,914 530 585 2 497 

平成 17 年 1,659 538 631 3 487 

平成 18 年 1,211 518 253 0 440 

平成 19 年 1,410 426 332 0 652 

平成 20 年 1,314 428 445 3 438 

平成 21 年 996 389 244 2 361 

平成 22 年 883 410 210 0 263 

平成 23 年 1,179 536 334 2 307 

平成 24 年 853 459 158 0 235 

合計 18,367 6,490 5,402 25 6,149 

 

（４）持ち家の耐震改修工事の状況 

耐震改修工事の状況をみると、耐震改修工事が行われた木造戸建住宅は 1,860 戸で，木

造戸建住宅全体の 4.8％となっている。耐震改修工事が行われた木造戸建住宅について，工

事の内容をみると，「金具による補強」が 1,180 戸（63.4％）と も多く，次いで「基礎

の補強」が 900 戸（48.4％），「筋かいの設置」が 720 戸（38.7％）などとなってい

る。 

■持ち家の耐震改修工事の状況（H20 住宅・土地統計調査） 

 

耐震改修 

工事をした 

（Ａ） 

耐震改修工事をした内容（重複含む） 耐震改修 

工事を 

していない 

（Ｂ） 

合 計 

（Ａ＋Ｂ）壁の新設

・補強 

筋かいの

設置 

基礎の 

補強 

金具に 

よる補強
その他 

木造戸建住宅 1,860 640 720 900 1,180 140 37,120 38,980

共同住宅等 210 70 80 100 70 80 7,960 8,170

住宅総数 2,070 710 800 1,000 1,250 220 45,080 47,150
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（４）住宅の耐震化の推移 

下記の推計結果から、目標年度の平成 29 年度の耐震化率は、木造戸建住宅では 80％と目

標値の 90％には及ばない推計値となっている。一方、共同住宅等では 90％と目標値の 90

％を達成する推計値となった。 

このように木造戸建住宅の耐震化は遅れており、目標年度の「耐震性が不十分な住宅数」は

目標値では 4.2 千戸であるのに対し、推計値は 8.3 千戸と 2 倍程度の数値となっており、約

4,100 戸のさらなる耐震化が求められる。 

今後も、これらの木造戸建住宅やまだ耐震化が不十分なその他の住宅の居住者・所有者に対

する耐震化への意識の向上や啓発に努め、目標達成に向けて、様々な施策に取り組み耐震化を

促進する必要がある。 

なお、促進計画による当初推計値が 76％であるのに対し、現推計値では 80％と当初想定

を上回る値となっており、住宅着工戸数の落ち込みがあったにもかかわらず将来予測が高く推

計されており、建替えによる耐震化より耐震改修による耐震化が想定以上に促進されたことが

推察される。 

 

■住宅の耐震化の現状と目標（H19 年度策定時との比較） 

区  分 

平成 19 年度耐震改修促進計画 平成 24 年度中間検証 

平成 19 年度 平成 29 年度 平成 29 年度 平成 24 年度 平成 29 年度 平成 29 年度

【当初】 

（推定） 

【将来予測】

（トレンド

による） 

【目標】 
【現状】 

（推定） 

【将来予測】

（トレンド 

による） 

【目標】 

居住のある住宅（計） 72.9 千戸 89.5 千戸 89.5 千戸 74.9 千戸 79.4 千戸 79.4 千戸

 耐震性を満たす 52.3 千戸 75.1 千戸 80.6 千戸 59.1 千戸 67.4 千戸 71.5 千戸

耐震性が不十分 20.6 千戸 14.4 千戸 8.9 千戸 15.8 千戸 12.0 千戸 7.9 千戸

耐震化率 72％ 84％ 90％ 79％ 85％ 90％

木造戸建住宅（計） 39.1 千戸 48.5 千戸 48.5 千戸 40.2 千戸 42.1 千戸 42.1 千戸

 耐震性を満たす 24.2 千戸 36.8 千戸 43.7 千戸 29.3 千戸 33.8 千戸 37.9 千戸

耐震性が不十分 14.9 千戸 11.7 千戸 4.8 千戸 10.9 千戸 8.3 千戸 4.2 千戸

耐震化率 62％ 76％ 90％ 73％ 80％ 90％

共同住宅等（計） 33.8 千戸 41.0 千戸 41.0 千戸 34.6 千戸 37.3 千戸 37.3 千戸

 耐震性を満たす 28.2 千戸 38.3 千戸 38.3 千戸 29.7 千戸 33.6 千戸 33.6 千戸

耐震性が不十分 5.6 千戸 2.7 千戸 2.7 千戸 4.9 千戸 3.7 千戸 3.7 千戸

耐震化率 83％ 93％ 93％ 86％ 90％ 90％

※ トレンドによる将来推計は、住宅・土地統計調査による年代別建物数の推移より、将来値を近似式
にて推計したもの。平成 24 年度は中間検証では、促進計画による耐震化の取り組みの成果も反映
されていると捉える。（耐震改修工事の数値で反映） 

※ 昭和 55 年以前に建てられた建築物のうち、耐震性を満たすとした建築物は、府より示された参考
値（耐震診断の結果耐震性を満たすと判断された住宅数：木造戸建住宅は 9％、共同住宅等は 42％）
を活用して試算した。 
昭和 55 年以前に建てられた建築物に対して耐震改修工事をしたものに関しては、住宅・土地統計
調査により年間戸数を推計し試算した。 
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■住宅の耐震化の現状と目標 
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る必要のある住宅

（約4.1千戸）

 

■木造戸建住宅と共同住宅等の内訳 
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（約4.1千戸）

共
同
住
宅
等

これまでの継続

で耐震化率

90％を達成

H29年度の

耐震化率は

80％止まり

※共同住宅等：非木造戸建、長屋、共同住宅等

耐震性を

満たす

耐震性が

不十分

耐震性を

満たす

耐震性が

不十分
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２－１－２ 特定建築物（民間）の耐震化の現状 

（１）特定建築物（民間）の現状 

平成 24 年現在、市における耐震改修促進法に基づく特定建築物（民間）に該当する建築物

は、597 棟である。 

内訳としては、昭和 57 年以降建築のものが 447 棟（75％）、昭和 56 年以前建築のもの

が 150 棟（25％）となっており、うち耐震改修促進法に基づく指示対象の建築物は、19 棟

（3.2％）である。 

■市域の特定建築物（民間）の用途別棟数                     （単位：棟） 

 

 

 

用途等 

特定建築物（民間） 
備  考 

（指示対象となる 

建築物の基準） 合 計 

昭和 56 年

以前の 

建築物 

 昭和 57 年

以降の 

建築物 

うち、指示対

象の建築物 

法
第
６
条
第
１
号 

1 小学校、中学校 0 0 0 0 床面積1,500㎡以上

2 
上記以外の学校 

（中高一貫校は1に含めた） 
3 3  0  

3 一般体育館 0 0  0  

4 
ボーリング場、スケート

場、水泳場等 
2 0 0 2 床面積2,000㎡以上

5 病院、診療所 36 8 4 28 床面積2,000㎡以上

6 
劇場、観覧場、映画館、

演芸場 
1 0 0 1 床面積2,000㎡以上

7 集会場、公会堂 3 2 2 1 床面積2,000㎡以上

8 展示場 0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

9 卸売市場 0 0  0  

10 
百貨店、マーケットその他

の物品販売業を営む店舗 
19 4 3 15 床面積2,000㎡以上

11 ホテル、旅館 9 0 0 9 床面積2,000㎡以上

12 共同住宅(賃貸＋分譲) 184 47  137  

13 事務所 53 18  35  

14 

老人ホーム、老人短期入

所施設、身体障害者福祉

ホーム等 

11 5 3 6 床面積2,000㎡以上

15 

老人福祉センター、児童

厚生施設、身体障害者福

祉センター等 

0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

16 幼稚園、保育所 13 6 2 7 床面積 750 ㎡以上 

17 博物館、美術館、図書館 0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

18 遊技場 5 0 0 5 床面積2,000㎡以上

19 公衆浴場 0 0 0 0 床面積2,000㎡以上
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用途等 

特定建築物（民間） 
備  考 

（指示対象となる 

建築物の基準） 合 計 

昭和 56 年

以前の 

建築物 

 昭和 57 年

以降の 

建築物 

うち、指示対

象の建築物 

20 

飲食店、キャバレー、料

理店、ナイトクラブ、ダ

ンスホール他 

2 2 0 0 床面積2,000㎡以上

21 

理髪店、質屋、貸衣装屋、

銀行、その他サービス業

を営む店舗 

0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

22 工場 29 6  23  

23 

車両の停車場、又は船舶若

しくは航空機の発着場を

構成する建築物等 

0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

24 

自動車車庫、その他の自

動車、自転車の停留又は

駐車施設 

0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

25 
郵便局、保健所、税務署、

その他公益施設 
0 0 0 0 床面積2,000㎡以上

法
第
６
条

第
２
号

26 
危険物の貯蔵場又は処理

場の用途に供する建築物 
8 5 5 3 床面積 500 ㎡以上 

法
第
６
条

第
３
号

27 

地震によって倒壊した場

合において、道路閉塞さ

せる建築物 

267 

（219）

56 

（44） 
 

211 

(175) 
 

 
合   計 

（下段は構成比） 

645 棟 

(597 棟)

100.0％

162 棟 

(150 棟) 

25.1％ 

19 棟  

 

 

483 棟 

(447 棟) 

74.9％ 

 

※（ ）書きは各特定建築物の重複を考慮した場合の棟数を表す。 
※１号特定建築物と２号特定建築物の重複なし。 
※１号特定建築物と３号特定建築物の重複 12 棟は１号特定建築物として計上。 
※２号特定建築物と３号特定建築物の重複なし。 

（２）特定建築物（民間）耐震診断・耐震改修等進行管理について 

特定建築物（民間）に対し、アンケート調査により耐震診断・耐震改修等の実施について進行

管理を行っている。１号特定建築物で 34 棟、2 号建築物で 1 棟、3 号建築物で 9 棟が除却等

により対象外になっている。1 号建築物においては 101 棟中 55 等が診断済みであるのに対し、

2 号建築物は診断済みがなく、3 号建築物も 44 棟中 2 棟が診断済と少ない状況にある。 

 ■昭和56年以前特定建築物耐震診断・耐震改修等進行管理の結果

平成19年度

耐震性を満た
す建築物

(耐震改修済み

又は建替え)

耐震性のない
建築物

耐震性不明の
建築物

1号建築物 135 34 101 55 41 12 2 46

２号建築物 6 1 5 0 0 0 0 5

３号建築物 53 9 44 2 2 0 0 42

当初対象
棟数

対象外
建築物

（除却等）

対象
建築物

耐震診断
済みの建物

未診断の
建物

平成24年度
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（３）特定建築物（民間）の耐震化の現状 

■特定建築物（民間）の建築年による耐震化の現状（H19 年度策定時との比較） 

 平成 19 年度耐震改修促進計画 平成 24 年度中間検証 

棟 数 割 合（％） 棟 数 割 合（％）

特定建築物（民間）総数 590 - 597  

 耐震性を満たす 499 84.6 528 88.4 

 耐震性が不十分 91 15.4 69 11.6 

 

昭和 56 年以前の建築物を考慮した特定建築物の耐震化状況を以下に示した。 

■特定建築物（民間）の耐震化の現状（平成 24 年度） 

建築物の機能 
特定建築物（民間） 

棟  数 割 合（％） 

ア．応急対策上、地域の拠点となる建築物 

（病院、診療所） 
36  

 耐震性を満たす建築物 31 86 

 耐震性が不十分な建築物 5 14 

イ．不特定多数の者が利用する建築物 

（百貨店、マーケット、ホテル、旅館） 
41  

 耐震性を満たす建築物 37 90 

 耐震性が不十分な建築物 4 10 

ウ．多数の者が利用する建築物（一般建築物） 

（私立学校、老人ホーム事務所、工場） 
109  

 耐震性を満たす建築物 89 82 

 耐震性が不十分な建築物 20 18 

エ．共同住宅等 

（共同住宅・寄宿舎） 
184  

 耐震性を満たす建築物 171 93 

 耐震性が不十分な建築物 13 7 

オ．危険物の貯蔵場等の用途に供する建築物 

 
8  

 耐震性を満たす建築物 6 75 

 耐震性が不十分な建築物 2 25 

カ．沿道特定建築物 

 
219  

 耐震性を満たす建築物 194 89 

 耐震性が不十分な建築物 25 11 

計 597  

 耐震性を満たす建築物 528 88 

 耐震性が不十分な建築物 69 12 

＊ 昭和 57 年以降の建築物は、耐震性を満たす建築物 

＊ 昭和 56 年以前の建築物の耐震性有無については、特定建築物耐震診断・耐震改修等進行管理

において耐震性あり若しくは耐震改修済みのもののみ、耐震性を満たすと判断。 

未診断の建築物については、府の特定建築物等耐震診断・改修進行管理業務（平成 16 年度）

におけるアンケート結果を参考に推計。 
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２－１－３ 市有建築物の耐震化の現状 

促進計画では、市有建築物のうち特定建築物 154 棟について、耐震化率 90％を目標に耐震

化に取り組んでいる。また、本市の耐震診断・改修の推進方針を計画するにあたって、学校教育

施設については、教育委員会が作成する耐震化計画により行い、促進計画ではその計画内容との

整合を図りつつ、学校教育施設以外の施設についても、耐震化の必要性が高い災害応急対策活動

に必要な施設から順次耐震診断を実施し、現状の把握に努めている。 

（１）耐震化の考え方 

耐震診断等の結果を受け、耐震改修の緊急性、用途、経済的効果等を考慮し、災害時に安全を

確保すべき建築物の分類を基に耐震化を推進している。そのうち、Ⅰ類である災害応急対策活動

に必要な施設については、非特定建築物についても耐震化の対象とし、その他の特定建築物とあ

わせて、平成 23 年度に「岸和田市市有建築物耐震化実施計画」として耐震化の目標及び年次計

画の具体的な内容を定め、計画的かつ効果的な耐震化の推進を図っている。また、Ⅱ類である学

校教育施設についても、平成 20 年度に「岸和田市学校教育施設耐震化計画」において、非特定

建築物も対象に耐震化を進めている。 

■災害時に安全を確保すべき建築物の分類（Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類抜粋） 

分   類 施設の役割（活動内容） 概   要 

Ⅰ
類 

災
害
応
急
対
策
活
動
に
必
要
な
施
設 

災害応急対策の指
揮、情報収集活動等
を行う施設 

・災害時の情報収集、指令 
・二次災害に対する警報の発令 
・災害復旧対策の立案、実施 
・防犯等の治安維持活動 
・被災者への情報伝達 
・消防、保健衛生、防疫活動 

・市役所（災害対策本部）
・土木、港湾及び農林関
係事務所 

・消防本部等 

救護施設 
・被災者の救護、救助及び保護 
・救急医療活動 

・病院、診療所 
・保健センターなど 

避難所として位置づ
けられた施設（学校
以外） 

・避難者、被災者の受入れ等 

・体育館 
・青少年会館 
・公民館、市民センター
など 

災害時要援護者のた
めの施設 

・災害時要援護者の収容等 
・老人ホーム･介護施設 
・保育所など 

Ⅱ
類

学校教育施設 
・児童生徒の生命及び身体の安全確保 
・避難者、被災者の受入れ等 

・幼稚園 
・小・中・高等学校など

Ⅲ
類 

多数の者が利用する施設 ・利用者の生命及び身体の安全確保

・共同住宅 
・図書館、体育館 

（避難所以外） 
・宿泊施設 
・競輪場など 

※岸和田市地域防災計画を参考に、災害時に果たす役割、利用上・構造上の特性、まちづくりとの関連

等の条件より、Ⅰ～Ⅳ類に分類し促進計画に位置づけている。 
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（２）耐震化の現状と目標 

災害時に安全を確保すべき建築物の耐震化の状況は下表の通りである。 

今後、計画的に耐震化を推進し、分類ごとに以下の目標値をめざす。 

Ⅰ類（災害応急対策活動に必要な施設）：耐震化率 90％以上 

Ⅱ類（学校教育施設）：耐震化率 100％ 

Ⅲ類（多数の者が利用する施設）：耐震化率 90％以上 

 

■災害時に安全を確保すべき建築物                   平成 25 年３月現在 

 

棟 数 
（Ａ） 

新耐震 
基準の 
建築物 
（Ｂ） 

旧耐震 
基準の 
建築物 
（Ｃ） 

 耐震性の 
ある 

建築物 
（Ｅ＝ 

Ｂ＋Ｄ） 

耐震化率
（Ｆ＝ 

Ｅ／Ａ）

耐震性を 
満たす 
建築物 
（Ｄ） 

Ⅰ
類 

災
害
応
急
対
策
活
動
に
必
要
な
施
設 

災害応急対策の 
指揮、情報収集活動 
等を行う施設 

13 7 6 0 7 53.8 

救護施設 9 7 2 0 7 77.8 

避難所として位置づ
けられた施設 
（学校以外） 

27 12 15 4 16 59.3 

災害時要援護者の 
ための施設 

16 4 12 7 11 48.3 

合 計 65 30 35 11 41 63.1 

Ⅱ
類

学校教育施設 248 81 167 142 223 89.9 

Ⅲ
類

多数の者が利用する施設 26 11 15 1 12 46.2 

合   計 339 122 217 154 276 81.4 
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２－２ これまでの施策展開と効果検証 

２－２－１ 施策の実施状況 

耐震改修促進計画の施策体系に基づき実施してきた取り組み状況は以下の通りである。 

 

耐震改修促進計画における施策体系 これまでの取り組み状況 

耐震化を促進する支援策  

 ・無料耐震診断の実施 ・岸和田市既存住宅耐震改修促進協議会を設

立し実施 

・木造住宅の耐震改修補助制度の創設 ・耐震改修設計補助と合わせて創設 

・要件緩和の実施 

耐震改修しやすい環境整備  

 ・相談しやすい窓口の整備 ・出前講座・個別相談会などを開催 

・安心して耐震改修できる仕組み ・「住宅リフォームマイスター制度」などの

活用 

・信頼でき経済的な耐震工法・手法の普及 ・大阪府と協力し実施 

（ホームページ等での情報提供・啓発） 

密集市街地における耐震化への取り組み  

 ・不燃領域率や耐震化率の向上を図るため

の建築物の建替えを促進 

・準防火地域の地域指定に向けて検討 

・防災街区整備事業の実施 

地域特性に着目した支援策の概要  

 ・地域の住宅の特徴に即した施策展開 ・木造住宅の伝統工法※に対応した耐震改修工

法の実施 

市有建築物の耐震化への取り組み  

 

・建築物の用途・規模等により分類し優先

度を設定し耐震化を実施 

・学校教育施設は「岸和田市学校教育施設耐

震化計画」により耐震化を実施 

・その他建築物は、「市有建築物耐震化実施

計画」により耐震化を実施 

啓発及び知識の普及  

 

・地震防災パンフレットの作成・公表 ・自治会や公民館、学校、駅舎などに設置 

・相談体制の整備・情報提供の充実、パン

フレット等の活用、講習会の開催など 

（補助募集、バンク登録、セミナー案内等）

・市ホームページの活用 

・市広報紙の活用 

・耐震バンク登録台帳の活用 

・新聞社報道発表の活用 

・テレビ岸和田の活用 

・ミニコミ誌の活用 

・リフォームにあわせた耐震改修の誘導 ・建築防災セミナー、出前講座などで啓発 

・防災教育の普及促進 ・防災パトロールによる普及啓発 

・地元組織との連携 ・自主防災組織などへの出前講座の実施 

※伝統工法：近世の農家・町屋などに用いられている、日本の伝統的技術が生かされた構法。地域の気

候・風土に適応してわが国の木造建築物の主要な構法として発展してきた。土壁が基本で、

貫や差し鴨居等が多く用いられている。 
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２－２－２ 補助制度の取り組み状況 

「岸和田市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱」及び「岸和田市木造住宅耐震改修補助金

交付要綱」に基づき、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された民間の住宅と特定建築物に対して、

建築物所有者が実施する耐震診断・耐震設計・耐震改修工事に要する費用の一部について補助を

行なっている。 

 

現行の 

補助制度 

１）無料耐震診断の実施、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の補助拡充 

【木造住宅】 

【非木造住宅】 

【特定建築物】 

２）耐震診断補助の弾力的運用 

・建築確認通知書の交付を受けていない住宅に対しても耐震診断補助を実施 

３）岸和田市既存住宅耐震改修促進協議会の設立 

・無料耐震診断を協議会を通じて実施 

・知識のレベルアップのため、行政・民間会員と意見交換会などを実施 

４）構造評点にこだわらない耐震補強の普及 

・対象となる改修設計、改修工事の拡大 

→耐震改修前の数値が 0.7 未満であるものについては、0.7 以上まで高めるもの

① 無料耐震診断制度 

診断方法 精密診断法１ 

② 耐震診断補助制度 

補助金額 上限額 4.5 万円（診断費用の 9／10） 

③ 耐震改修設計補助制度 

補助金額 上限額 10 万円（設計費用の 7／10） 

④ 耐震改修工事補助制度 

補助金額 上限額 70 万円又は 90 万円（収入分位による） 

① 耐震診断補助制度 

補助金額 上限額 2.5 万円（診断費用の 1／2） 

① 耐震診断補助制度 

補助金額 （一定規模以上の学校、病院及び老人ホーム等） 

上限額 1,333 千円（診断費用の２／３） 

（その他の特定建築物） 

上限額 1,000 千円（診断費用の１／２） 
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実績等 ○耐震診断及び耐震改修の実績 

・平成 20 年～平成 24 年の 5 年間で、無料耐震診断 57 戸、耐震診断補助

210 戸、耐震改修補助 76 戸の実績がある。 

・改修設計補助創設（H23）以降は、耐震改修補助実績が大きく増えている。

・耐震診断から耐震改修を行った割合は平成23年度以降 30％を超えており、

大阪府平均より高い傾向にある。（大阪府平成 23 年度平均割合 32％） 

35 39
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0

10
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30

40

50

60

70

80

90

100

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

耐震診断

（合計）

耐震改修

（木造住宅）

割合

（耐震診断→

耐震改修）

 
 

耐震診断
（無料）

耐震診断
（有料）

耐震診断
（合計）

耐震改修
（木造住宅）

割合
（耐震診断→

耐震改修）

H20年度 15 20 35 3 9%

H21年度 7 32 39 4 10%

H22年度 6 37 43 5 12%

H23年度 15 66 81 40 49%

H24年度 14 55 69 24 35%

合　　計 57 210 267 76 28%  

計画充実の 

方向性 

○市民が利用しやすい支援制度となるよう、制度の改善を検討する。 

○生命を守る取り組みに対しても補助制度を検討する。 

○耐震診断から耐震改修への誘導のさらなる強化方法を検討する。 
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２－２－３ 啓発等の取り組み状況 

相談窓口や安心して耐震改修ができる仕組みなど「耐震改修しやすい環境整備」やパンフレッ

トなどによる情報提供などの「啓発及び知識の普及」に努めてきた。他市にはない取り組みであ

る「耐震バンク」の創設など先進的で積極的な啓発の取り組みを進めている。 

 

計画策定後の 

取り組み 

１）耐震バンクの創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）出前講座等啓発事業の実施 

専門家の講演や市の助成制度の紹介などを具体的に紹介するセミナー実施し

ている。 

３）パンフレットなどによる情報提供 

自治会や公民館、学校、駅舎などに設置し情報提供を行っている。 

 

① 耐震バンク登録制度（平成 22 年 2 月 1 日～） 

登録対象 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅又は特定建

築物の所有者 

登録方法 はがき、電話、ファックス、電子メールなど多様な手段

で登録できる仕組みを構築（ＱＲコード利用可） 

事業内容 ダイレクトメールで耐震診断・改修の補助内容等の案内 

わかりやすく説明した事例集などのパンフレットの送付 

耐震診断や耐震改修の補助事業等について優先的に支援 

耐震化に関する講習会や建築防災セミナー等の開催案内 
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実績等 ○耐震バンク延べ登録者数と耐震診断の実施数 

耐震バンクの登録を開始した平成 21 年度以降、耐震診断の実績は増加傾向

にあり、耐震バンクの登録による意識啓発が効果を発揮している。 
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H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

耐震診断（有料） 耐震診断（無料） 耐震バンク登録者

 

耐震診断

（合計）

耐震バンク

登録者

H17年度 6

H18年度 6

H19年度 10

H20年度 35

H21年度 39 105

H22年度 43 156

H23年度 81 133

H24年度 69 80

合計 289 474

 

○建築防災セミナーの開催（案内チラシの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画充実の 

方向性 

○耐震化への取り組みの流れを構築する。 

①耐震バンク登録者の拡大（セミナー等）→②耐震化への意欲の継続（定

期的な啓発・個別相談等）→③耐震化への取り組みの実現（補助等の充実）

○耐震バンク待機者に対する耐震診断・改修への誘導施策を検討する。 
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２－２－４ 市有建築物への取り組み状況 

市有の特定建築物及び災害応急対策活動に必要な施設の計画的かつ効果的な耐震化を推進す

るため、耐震化の目標及び年次計画等の具体的な内容を定めることを目的に「岸和田市市有建築

物耐震化実施計画」を策定し、計画的な耐震化を推進している。 

 

【岸和田市市有建築物耐震化実施計画の概要】 

■計画期間 

平成 23 年度から平成 29 年度までの 

７年間とする。 

■耐震化の進め方 

市有財産の有効活用の観点から、長期的 

な活用を図る建築物（以下「耐震化実施施 

設」という。）については、耐震改修により計画的に耐震化を推進し、老朽化や機能面等から

耐震化が難しい建築物（以下「耐震化調整施設」という。）については、本計画とは別途、建

替え等により効果的に耐震化を推進する。特に、本庁舎等の災害時の防災拠点施設は、将来を

見据えた検討が必要となるため、別途協議を行うものとする。 

■耐震化の目標 

平成 29 年度末までに、「耐震化検討施設※」の耐震化率を、促進計画で定めた 90％以上

とすることを目標とする。 

※耐震化検討施設：促進計画で定めた「災害時に安全を確保すべき建築物の分類（Ⅰ～Ⅳ類）」のうち、Ⅰ類及

びⅢ類の旧耐震基準の建築物とする。但し、Ⅲ類については特定建築物に該当するものとする。 

■耐震改修の進め方 

促進計画に基づき、「耐震化実施施設」の耐震化の優先度を設定し、必要性の高い施設から

順次耐震改修を進める。 

■耐震化実施施設の優先順位 

耐震化の優先度を基準に、優先度の高い順に並び替え、「耐震化実施施設」の優先順位を決

定する。ただし、市営住宅及びその他調整を要する施設については、別途、優先順位を決定し、

耐震化年次計画に反映する。 

■推進体制 

「市有建築物耐震改修等推進委員会」を設置し、定期的な実施計画の見直しと計画的かつ効

果的な耐震化を推進する。 
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第３章 岸和田市の耐震化の現状把握と検証 

 

３－１ 耐震化施策の推移 

 

促進計画を平成 19 年度に策定後、無料耐震診断の実施、耐震設計、耐震改修への補助の実施

など、耐震改修に必要な費用負担を軽減する仕組みを構築してきた。その結果、補助の執行戸数

については、府内でもトップクラスの件数を誇っている。 

さらに、広報誌への幅広い周知や、他市にはない「耐震バンク」の創設、「建築防災セミナー」

の開催など耐震化への情報発信、普及啓発に努めてきた。 

結果、想定していた耐震化の推移より若干ではあるが、上回るスピードで耐震化が進んでおり、

これまでの取り組みに一定の評価ができる。 

今後も、これまでの取り組みを活かしながらさらに飛躍させ、耐震化のスピードアップに努め

るものとする。 

 

３－２ 耐震化を推進するための課題 

 

（１）危険の認識について（大阪府中間検証アンケート結果より） 

危険の認識については、近年意識が向上しており、耐震性を調べる必要性については、必

要を感じている（57％）必要を感じていない（35％）、既に耐震診断をしている（8％）

となっている。調べる必要がないと回答した方の理由は、診断を実施しなくても 近の建築

であるため大丈夫であるが上位となっている。今後も、必要を感じていない人への耐震化に

対する意識啓発の必要が求められる。 

 

（２）耐震改修への不安要素の払拭 

耐震改修への不安要素として、耐震改修費用の負担、耐震改修工事への不安などが挙げら

れる。本市においては、耐震化への意欲のある人を耐震バンクとして把握しており、これら

の人を 1 人でも多く、耐震改修へつなげることが求められる。耐震バンク登録者の要望など

をうまくくみ上げる仕組みなどを検討し、耐震改修への不安を払拭する仕組みの構築が必要

である。 

 

（３）経済的、物理的に耐震化が困難な住宅への対応 

経済的、物理的に耐震化が困難な住宅を所有若しくは居住している世帯については、耐震

化だけではなく減災の観点からの取り組みをすすめるとともに、効果的な施策を実施するた

め、命を守る工夫などの施策の推進を図る必要がある。 
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（４）危険への切迫感が薄れる可能性 

東日本大震災以後、防災への危機意識の増大、とりわけ耐震化への関心は高まったと思わ

れる。また、建築防災セミナーの開催、耐震バンクへの登録などにより、耐震化への取り組

みの端緒は、本市において仕組みが構築されている。耐震バンク登録者の耐震診断等の応募

状況を見ると、登録して日の浅い方が耐震診断を申し込むケースが多く、登録したまま時間

が経過すると耐震診断へは結びつきにくいことがわかっている。耐震バンク登録したまま、

その意識が薄れることがないよう、繰り返し啓発を行うなど、耐震化への意識をそらさない

工夫が必要である。 

（５）耐震診断・耐震改修技術者の育成 

建物所有者が耐震診断及び耐震改修を実施するには、費用面もさることながら、診断技術

者及び耐震改修工事業者に対する安心感も大きく影響するものと考えられる。 

耐震改修工事の市場が成熟していないため、耐震診断・耐震改修工事の技術者育成が十分

ではなく、今後も官民が連携し講習会を実施するなどにより技術者育成に努める必要がある。 

（５）２次構造部材の安全性向上 

これまでの耐震化施策は、躯体の安全性を優先して取り組んできた。躯体の安全性を第一

に考えることは今後も変わることはないが、東日本大震災においても大規模建築物における

天井落下など２次構造部材の安全性が保たれていないため発生した被害も確認されており、

今後は、２次構造部材の安全性向上についても注意喚起を行う必要がある。 

 

３－３ 市民の意識の変化 

 

３－３－１ 市民意識の把握（住宅マスタープランにおけるアンケート調査） 

平成 23 年に策定された、第３次岸和田市住宅マスタープランで行われた市民アンケート調査で

は、耐震改修補助制度の耐震診断意向についてたずねたところ、「診断したいが金額による」が

22.0％（45 件）と も多く、次いで「診断は考

えていない」が 14.1％（29 件）、「あてはまら

ない」が 13.2％（27 件）の順となっている。 

一方、「診断したいが金額による」「診断した

いが相談するところがわからない」及び「すぐに

診断を受けたい」を合わせた『診断したい』は

26.4％（54 件）で概ね 1/4 の方が耐震診断に

前向きであることがうかがえる。
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３－３－２ 建築防災セミナーの参加状況及び参加者の意識 

（１）参加状況 

継続的に開催している建築防災セミナー及び個別相談会への参加は、建築防災セミナーで平

均 100 人/年、個別相談会で平均 30 人/年となっている。 

リピーターの少ないセミナーであるにもかかわらず、参加者が減少しておらず、むしろ増加

傾向にある。これは、ダイレクトメールなどでの告知・啓発が効果を発揮しているものと考え

られる。建築防災セミナー及び相談会は、これまで耐震化への意志がない方が耐震化へ取り組

むきっかけになるもので、今後も、根気よく啓発を行い、セミナーへの参加を誘導する必要が

ある。 

■岸和田市建築防災セミナー参加状況     （人） 

 
建築防災セミナー 個別相談会 

平成２０年度 133 12 

平成２１年度 79 28 

平成２２年度 87 38 

平成２３年度 94 44 

平成２４年度 106 37 

計 499 159 

 

（２）参加意識 

建築防災セミナー参加者に対し、アンケートを実施した結果は下記の通りである。 

 

■耐震診断の実施状況（H22 実施アンケート） 

・耐震診断を「実施した（50 票）」を除くと、「予定はない（18 票）」「予定している（16 票）」

と耐震診断の実施意向は、ほぼ同数である。 

回答数 割合(％)

 a.予定はない 18 21.2%

b.予定して
いる

16 18.8%

c.実施した 50 58.8%

未回答 1 1.2%

Q1 耐震診断の実施状況

     

21.2%

18.8%58.8%

1.2%

耐震診断の実施状況 N=85

a.予定はない

b.予定している

c.実施した

未回答
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■耐震診断を実施後の耐震改修予定（H22 実施アンケート） 

・耐震改修を「予定している」回答者が 54.5％と半数を超えている反面、「行う予定がない」回

答者も 33.3％いる。「実施した」のは 4.5％と少ない。 

 

項目 回答数 割合(％)

実施した 3 4.5%

予定して
いる

36 54.5%

行う予定
はない

22 33.3%

未回答 5 7.6%

Q4 耐震診断を実施後の耐震改修予
定があるか？（Q1でb.c.と回答）

      

4.5%

54.5%

33.3%

7.6%

耐震改修の予定 N=66

実施した

予定している

行う予定は

ない

未回答

 

 

 

 

■耐震診断をする上での問題点（H23 実施アンケート） 

・「耐震改修費用の調達」を問題点として挙げている割合が 66.7％と突出して多い。 

 

項目 回答数 割合(%)(※)

診断費用の

調達
3 20.0%

改修費用の

調達
10 66.7%

依頼先
が不明

5 33.3%

面倒・時間
がない

4 26.7%

その他 4 26.7%

未回答 1 6.7%

※ 対象となる回答者数に対する割合を指す

Q2 耐震診断をする上での問題点
（Q1でa.と回答、複数回答可）

     

3

10

5

4

4

1

診断費用

改修費用

依頼先が不明

面倒・時間がない

その他

未回答

0 5 10 15

耐震診断の問題点 N=27
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■耐震改修工事の自己負担額（H23 実施アンケート） 

・「100 万円以内」が 49.3％と も多い。100 万円を超える額でも改修工事を行うと答えたの

は、約 33％である。 

 

項目 回答数 割合(％)

100万円以内 34 49.3%

200万円以内 13 18.8%

300万円以
内

4 5.8%

それ以上で
も行う

6 8.7%

未回答 12 17.4%

Q6 どの程度の自己負担であれば改修工
事を行うか？（Q1でb.c.と回答）

     

49.3%

18.8%

5.8%

8.7%

17.4%

改修費用の自己負担額N=69

100万円以内

200万円以内

300万円以内

それ以上でも

行う

未回答

 

 

 

■耐震改修を行わない理由（H24 実施アンケート） 

・耐震改修を実施しない理由として「改修費用の調達が困難」が 56.3％であり、費用面が問題と

なっているといえる。 

項目 回答数 割合(%) (※)

改修費用 18 56.3%

依頼先

が不明
2 6.3%

面倒・時間
がない

3 9.4%

建て替え
を検討

3 9.4%

その他 13 40.6%

未回答 2 6.3%

※ 対象となる回答者数に対する割合を指す

Q3 「耐震改修を行う予定はない」理由は？
（Q1.で4.5.と回答、複数回答可）

   

18

2

3

3

13

2

改修費用

依頼先が不明

面倒・時間がない

建て替えを検討

その他

未回答

0 5 10 15 20

耐震改修を行わない理由
N=22

 

 

 

 
耐震診断時から、耐震改修の費用負担を念頭に置き、診断に踏み切れない実態が浮き

彫りになった。また、耐震改修に支払う自己負担額の目処は 100 万円以内であるが、

100～200 万円の負担も視野に入れている方も一定いることが読み取れる。 
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■府内の民間木造住宅の耐震改修設計費（大阪府集計データより） 

～10万円, 
2%

～15万円, 
55%

～20万円, 
22%

～25万円, 
11%

～30万円, 
3%

30万円～, 
7%

府内の民間木造住宅の耐震改修設計費

 

■府内の民間木造住宅の耐震改修工事費※1（大阪府集計データより） 

 

～50万円, 
1%

～100万円, 
13%

～150万円, 
19%

～200万円, 
15%

～250万円, 
22%

～300万円, 
11%

300万円～, 
19%

府内の民間木造住宅の耐震改修工事費

（全体の耐震改修工事費）

 

～50万円, 
2%

～100万円, 
20%

～150万円, 
21%

～200万円, 
17%

～250万円, 
20%

～300万円, 
11%

300万円

～, 9%

府内の民間木造住宅の耐震改修工事費

（うち、屋根工事をしない耐震改修工事費）

 

 

 

 

 

 

 

 

件   数    390 件 

平均設計費    18 万円 

中央設計費※１   15 万円 

※１中央設計費 設計費を小さい順に並べたと
きに中央に位置する設計費。 

注）耐震改修設計費は、平成 2４年度に大阪府
の補助金を受けて改修した昭和 56 年以前
の民間木造住宅の耐震改修設計費。 

注）耐震改修設計費は、住宅の建築年代(古さ)
や状態、規模、補強工法などによって、こ
の設計費と大きく異なる場合がある。 

注）耐震改修工事費以外（リフォーム工事等）
に係る設計費用は含まれない。 

件   数    439 件 

平均工事費    220 万円 

中央工事費※2   200 万円 

※１耐震改修工事費 平成 24 年度に大阪府の補助金を受けて改修した昭和 56 年以前の民間木造住宅
の耐震改修工事 

※２中央工事費 工事費を小さい順に並べたときに中央に位置する工事費 
注）改修工事費は、住宅の建築年代(古さ)や状態、規模、補強工法などによって、この工事費と大きく異

なる場合がある。 
注）耐震改修工事費以外（リフォーム工事等）の費用は含まれていない。 

件   数    244 件 

平均工事費    180 万円 

中央工事費※2   170 万円 

全体の耐震改修工事費について うち、屋根工事をしない耐震改修工事費について

自己負担額についてアンケート結果で も多い回答は 100 万円以下であるが、実際には、100

万円以下の工事は、全体の改修工事で 13％、屋根工事をしない場合でも 20％にとどまる。 
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第４章 さらなる耐震化への市の取り組み 

 

４－１ 大阪府住宅・建築物耐震 10 カ年戦略プラン 中間検証 

 

大阪府では、「住宅・建築物耐震 10 ヵ年戦略プラン」（平成 18 年から平成 27 年）に基づ

き、耐震化を進めてきたが、現状のままでは、平成 27 年度の耐震化率は約 85％と推計され、

目標の 90％の達成が困難な状況である。耐震化のより一層の促進を図るためには、新たな取り

組みの展開が必要となることから、本プランの中間検証を実施し、補助制度の見直し・充実や民

間連携による耐震化の促進など、今後の取り組みについて、中間検証をとりまとめている。 

《今後の取り組み方針》 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■府民の耐震化のきっかけづくりの強化 

・市町村と連携した「草の根」啓発活動の強化 

・広報媒体による PR 強化     ・民間と連携した PR の実施促進   等 

■府民・事業者が分かりやすく・使いやすい制度へ 

・診断士派遣事業の導入      ・設計補助の創設による改修への誘導 

・改修補助の定額補助の導入    ・改修補助の対象工事の拡充 

・申請手続きの簡素化・迅速化    （生命を守る改修工事） 

１．普及啓発の取り組み強化・補助制度等の見直し・充実

■地域・行政・民間の一体的な「まち」単位での取り組み 

・民間の力を活用した「まちまるごと耐震化」支援事業の実施 

■連携のベースとなる民間団体の組織化、各施策に応じた民間連携 

・民間による耐震化普及の協議会の設立促進 

・リフォームからの耐震改修の誘導      等 

２．民間連携による取り組み体制の構築 

■経済的・物理的に耐震化が困難な層への対応 

・簡易な改修（一部屋改修、シェルター、評点 0.7）の市町村での補助対象化 

■密集市街地における被害の軽減 

・地区の整備方針等に合わせて、戸建住宅等の耐震化を促進 

・耐震化をきっかけとした防災まちづくりの取り組みを推進 

■最低限の安全を確保する「命を守る」ための工夫 

・家具固定化の普及など危機管理部局等と連携し総合的に対応  等 

３．「府民の命を守る」減災の観点からの取り組み 

■建築物の実態把握、進行管理 

・雇用基金等を活用した実態調査の実施 

・耐震化の実態が正確に把握できるような仕組みの検討や国への働きかけ 

■民間と連携した耐震化意識向上のための普及啓発の実施 

・所有者が加盟する民間団体等との連携による実施 

４．民間特定建築物の耐震化の取り組み 
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４－２ 住宅の耐震化への取り組み 

 

４－２－１ 取り組みの考え方 

本市においては、住宅の中でもさらなる耐震化のスピードアップの必要な木造戸建住宅の耐震

化に重点的に取り組む。『耐震バンク』の仕組みなどにより、耐震化の意志のある人の把握が一

定できているので、これらの対象者を着実に耐震診断、耐震改修へと誘導することを第一に実施

し、スピードアップを図る。さらに、建築防災セミナーなどを通じて、「耐震化の意志がない人」

を「耐震化の意志がある人」へ誘導するボトムアップの取り組みを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

■施策対象別の取り組みイメージ（赤枠は重点的な取り組みが望ましいもの） 

 耐震化の資金がある人 耐震化の資金がない人 

耐震化の 
意志がある人 

診断士派遣事業の導入 

・診断技術者の選定手間の軽減、簡易な申し込み

による診断の実施 

・診断結果の報告とあわせた改修補助制度のＰＲ 

申請手続きの簡素化・迅速化・統一化 

・申請書類の簡素化による手間の軽減 

・行政による審査の迅速化 

耐震改修奨励金制度の検討 

・住宅版エコポイントの耐震版、工事完了後の申請 

耐震設計補助の創設による改修への誘導 

・工事価格・内容の提示、手続きの簡素化 

定額補助化の導入 

・安価な工事に対して手厚い補助を導入 

高齢者加算の導入 

・対象住戸の大半を占める高齢者への優遇措置 

補助要件の緩和・対象の拡充 

・簡易改修（一部屋、シェルター、評点 0.7）を全市

町村で補助対象化 

・１階のみ評点 1.0 以上にする工事の補助対象化 

低限の安全を確保する「命を守る」ための工夫 

・室内での被害の防止（家具固定、防災ベッド、耐

震テーブル等） 

耐震化の 
意志がない人 

リフォームからの耐震改修への誘導 

・バリアフリー・省エネリフォーム時における耐震化

のＰＲ（事業者） 

・リフォームを進めながら耐震化が行える施策・仕組

みの検討（行政） 

・バリアフリーリフォーム時における福祉分野との連

携方策の検討 

市町村と連携した地域に根ざした｢草の根｣啓発活

動の強化 

・河内長野方式（説明＋受付）の普及、ローラー作

戦による個別訪問 

・自治会活動等における家具の固定化とセットにし

たＰＲの実施 

・関心が高まっている地域での情報提供（防災関連

ワークショップ等） 

市町村広報誌等の広報媒体によるＰＲの強化 

・府民が耐震化に興味を持つタイミングにあわせた

広報 

・耐震化の流れや費用の目安を分かりやすく説明 

民間と連携したＰＲの実施促進 
・住宅展示場やリフォーム相談会等におけるＰＲ 

学校教育を通じた防災・耐震化の意識啓発 
民間団体による耐震化普及のための協議会設立 
・行政と連携した啓発活動（自治会説明会、ローラ

ー作戦への参加） 

・啓発活動のためのツール作成（耐震表示シール、

補強中工事シート） 

出典：大阪府住宅・建築物耐震 10 カ年戦略プラン 参考資料 

耐震化の意志が

ない人 

耐震化の意志が

ある人 

耐震 

改修 

建築防災セミナー他啓発活動 
耐震バンクへの登録誘導 

耐震バンク登録者の啓発 

補助の拡充・迅速化など 

取り組みのイメージ 

スピードアップ

ボトムアップ 

耐震 

診断 

時間が経つと意識が薄れる 
→持続させる取り組みが必要

改修への動機づけ
（費用・安心感）
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本市での展開イメージ 
旧耐震の住宅が多い、建替更新が進んでいないと想定される（旧耐震住宅率が高い）、耐震

バンクへの登録が少ないなどの条件から、重点的な取り組み地区を抽出する。 

【抽出条件-１】（旧耐震住宅の総数、割合で抽出する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抽出条件-２】（旧耐震住宅を S35～S56 に限定する） 

 

 

 

 

 

４－２－２ 考えられる新たな取り組み施策 

木造戸建住宅で、4100 戸のスピードアップを進めるには、行政の補助制度の拡充もさることな

がら、民間市場の拡大に寄与する事業者との連携、施策展開が不可欠である。さらに、資金面や物

理的に耐震診断が難しい方に対するセーフティネットとしての取り組みも検討する必要がある。 

（１）官民連携による取り組み強化 

○重点的な地域への取り組みの強化 

耐震バンクへの登録が遅れている地域など重点的な取り組みが必要と思われる地域に出

前講座などの啓発活動を重点的に実施する。地域に根ざした事業者とタイアップし、自社

施工物件の戸別訪問（ローラー作戦）による耐震化啓発活動の実施を検討する。 

まとまった開発団地、旧来からの市街地などターゲットを絞り行うことが効果を高めるこ

とにつながると思われる。 

 

 

 

 

 

愛知県の事例 
愛知県は、県内の各市町村とともに、地域組織や建築士、防災ボランティアなどと協働して、

フェイス・トゥ・フェイスで木造住宅の耐震化の普及・啓発活動を推進している。耐震診断

ローラー作戦は、その 1 つの仕組みであり、モデル的実施イメージは次のとおりである。 

・ローラー作戦の実施地区を決めて、事前に町内会などを通じて住民に通知 

・建築士団体、大工団体、防災リーダー会、防災ボランティアなどに参加を呼びかけ 

・参加者や地域の人を対象に県が防災講演会を主催 

・土、日曜日に市町村職員、上記参加者が実施地区の対象住宅を訪問し、耐震診断を勧誘 

旧耐震住宅数 

100 戸以上 

旧耐震住宅率 

60％以上 

耐震バンク登録者数 

10 人以下 

磯上町１・２・６丁目、稲葉町、下野町１・２・３・５丁目、加守町１・４丁目、河合町、葛城町、岸野町、

吉井町２・３丁目、宮本町、筋海町、五軒屋町、紙屋町、戎町、春木宮川町、春木若松町、春木泉町、春木

大国町、春木南浜町、沼町、上野町西、大工町、大手町、大沢町、大町、大北町、中之浜町、中北町、天神

山町２・３丁目、土生滝町、南上町１丁目、別所町１丁目、北町、本町、野田町１・２丁目（43 町丁目） 

旧耐震住宅数 

100 戸以上 

旧耐震住宅率 

50％以上 

耐震バンク登録者数 

10 人以下 

磯上町１・６丁目、下池田町２丁目、加守町４丁目、葛城町、吉井町２・３丁目、天神山町２・

３丁目、東大路町（10 町丁目） 
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【抽出条件-１】 

（旧耐震住宅の総数、割合で抽出する）

非該当 

該当 
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【抽出条件-２】 

（旧耐震住宅を S35～S56 に限定する）

非該当 

該当 
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抽出条件－１では、43 町丁目が抽出されたが、抽出条件－２では、10 町丁目にまで絞り込ま

れた。これは、抽出条件－２において除外した昭和 35 年以前の住宅が多く立地している町丁目に

おいて耐震バンク登録者が少ないことが想定される。 

昭和 35 年以前の住宅は、伝統工法により建築された住宅が多いものと想定され、今後は、これ

ら伝統工法の木造住宅が多く立地している地域において耐震診断・耐震改修に向けた取り組みの推

進が求められる。 

但し、伝統工法の木造住宅における耐震改修では、以下の様な課題もあり解決に向けた取り組み

の検討が必要である。 

・費用が多くかかる場合が多く、適正な費用で機能を保てる改修方法の研究・周知が必要。 

・十分に工法を理解した工事技術者が限定されること。理論実践のための場づくりなど、耐震

診断、耐震改修の技術者育成が必要。 

・古くからの居住者≒高齢者と想定され、耐震化への意欲がない方が多いものと思われる。地

域に根ざした出前講座の開催など、粘り強い啓発活動が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伝統工法の住宅が多い地域での取り組みの強化】 

・紀州街道沿いの集落（春木、朝陽、中央、浜など） 

【在来工法で同年代の建物が多い開発団地での取り組みの強化】 

・岸和田グリーンハイツ（葛城町） 

・天神山（天神山町） など 

取り組み方針 

地域ごとの住宅工法（伝統工法、在来工法など）などに着目し、耐震バンク登録者の少ない地域

に重点的に啓発活動を実施する。 
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○リフォームから耐震改修への誘導強化 

住宅等のリフォーム等の機会を捉まえ耐震改修への誘導強化への取り組みを検討する。 

これまでも建築防災セミナーなどで所有者には啓発を行っているが、工事施工者にも啓発

を行い、市の施策や耐震診断・耐震改修についての情報提供を行うことなどが考えられる。 

 

 

○地域耐震技術者の育成 

地域の技術者に向けて研修会を実施するなど、関連技術者等の資質の向上をめざすと共に、

耐震診断から耐震改修工事までの一貫した事業が実施できる地域事業者の育成に努める。 

 

 

 

本市での展開イメージ 
【事業者向け研修会の実施】 

・耐震診断ソフトの使用方法の習得、耐震診断結果・設計・改修案・申請などの研修会 

・耐震改修工法の技術習得会、耐震改修工事の現地研修会 

→これまで実施している事業者だけでなく、リフォーム業者などこれから事業に参入する

事業者にも幅広く参加を呼びかける。 

高槻市の事例 

「ＮＰＯ法人 信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会」 

平成 16 年 10 月に発足し、平成 20 年 10 月に特定非

営利団体のＮＰＯ法人に登録。 

一般ユーザーの方々の家づくりや様々なリフォームに

関する相談を受け、それぞれのニーズに合う工務店・建

設会社を紹介する「信頼できる工務店選び相談所」と、

知識・技術・経験そして 誠実さを併せ持つ建築のプロ

＝「求められる工務店会」から成り立っている。 

一般向けのセミナーだけでなく、事業者向けの研修・セ

ミナーなどを積極的に行っている。 

増改築した持ち家総数（住宅・土地統計調査） 

・H11〜15 年 5020 ⼾→H16〜20 年 10330 ⼾ 
直近 5 年とその前の 5 年で倍増→耐震化につながる潜在的ボリュームは増加 

→耐震化を含めたリフォームを誘導 
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○相談体制の充実（事業者ネットワークの構築） 

これまでも NPO 法人などと連携した建築防災セミナーの開催など官民連携の相談体制を

構築しているが、この取り組みを発展させるとともに、地域の事業者が連携した相談体制

を構築し相談会を開催するなど、地域に根ざしたネットワークを構築することで市民が安

心して相談できる体制を検討する。 

 

 

○メディアによる意識啓発 

建築防災セミナーなどへ参加するまで、意識が向上していない所有者に対し幅広く耐震へ

の意識を芽生えさせるために、国などの機関や公共広告機構などによるテレビ CM の放映

などの啓発実施を働きかける。 

 

 

埼玉県「住まいのネットワーク」 

埼玉土建には、県内の各地域に、住まいづくりの様々な専門職人がいます。 

地元・地域の職人だから、直接施工で安心価格と好評です。 

そんな住宅の専門家と地域の皆さんを結ぶ住まいのネットワーク。 

地域の業者を探せる「ホームドクターなび」、耐震の情報・耐震技術者を紹介している「耐

震情報なび」、住宅に関わる豆知識たくさんの「住まいの智恵袋」などさまざまな情報を

発信しています。 
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（２）行政の支援強化 

○耐震バンク待機者の早期解消 

耐震化への意志があり、耐震バンクに登録したが、その意志が希薄化した耐震バンク待機

者に対し、積極的に働きかけを行い、耐震診断・耐威信改修への行動へつなげる取り組み

を推進する。 

 

○適切な耐震診断、耐震改修の指導 

耐震診断、耐震改修工事に精通していない事業者が見受けられる。 

事業者への適切な指導によるレベルアップは、結果的に、適格な申請書類の作成などにつ

ながり、申請手続きの迅速化につながる。 

勉強会や講習会を通じて、耐震診断報告書のまとめ方など基礎的なレベルアップを図るな

どの指導を行うことを検討する。 

○木質耐震シェルター、耐震ベッドの普及 

生命を守る観点から耐震シェルターの設置を進めるための

補助制度を平成 25 年度から導入する。 

介護の必要な方など災害時要援護者に対しては、耐震ベッ

ドの導入などを行うことも有効と考えられる。これらの方

の窓口である福祉部局などへの情報提供などを検討する。 

 

 

 

展開イメージ 
【個別相談会の実施】 

・耐震バンク登録者に対し、個別相談会を実施し、耐震化への課題解消に向けた取り組み

を推進する。 

・個別相談会は、官民連携して行い、所有者が一番の課題に挙げている、費用面での不安

解消につながる具体的な相談会とするよう工夫を行う。 
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４－３ 特定建築物（民間）の耐震化への取り組み 

 

特定建築物（民間）の耐震化率は順調に改善している。特定建築物における耐震化目標 90％

以上は達成される見込みであるが、さらなる耐震化の推進のために耐震化の啓発及び推進を図る

必要がある。 

○建築物の実態把握、進行管理 

現在、毎年進行管理を実施し、その耐震化の状況などを把握している。 

今後も、定期的な進行管理を行い、実態把握と、耐震化への普及啓発に努める。 

現状では、３号特定建築物の耐震化が遅れており、これらに対する重点的な啓発について

検討を行う。 

○特定建築物の耐震診断義務化への対応 

一定の特定建築物に対し、耐震改修促進法を改正して耐震診断を義務化する方針が出され

ている。大阪府の見直しに合わせて本市の計画変更が必要か検討を行う。 

 

 

４－４ 市有建築物の耐震化への取り組み 

 

今後も「岸和田市学校教育施設耐震化計画」及び「岸和田市市有建築物耐震化実施計画」に基

づき、計画期間内の着実な耐震化事業実施に向け、遅滞することなく計画的に推進するため、各

補助事業等を有効に活用し、耐震化に係る事業費を抑えながら、目標達成に向けて平成 29 年度

までに計画的かつ効果的に耐震化を推進する。さらに、計画期間以降においても耐震化に努め、

全ての耐震化検討施設の耐震化を図ってく。 

また、耐震改修が困難な市庁舎については、「庁舎建替庁内検討委員会」が発足され、建替え

等に向けた検討を行っているが、具体的な計画はまだ策定されていない。市庁舎は災害時の防災

拠点として重要な施設となることから、「庁舎建替庁内検討委員会」からの報告がまとまり次第、

その報告書を基に、より具体的な庁舎建替計画を進めていく。 

同様に、その他の老朽化や機能面等から耐震化が難しい建築物についても、建替えや用途廃止

等の耐震化方策の検討を進める。 

 


